
解除箇所：白老②図面

＜変更前＞

白老町 早期に事業が終了した下記の区域について、狩猟入林禁止を
解除します。

８８、９１～９２林班の狩猟入林禁止区域の解除

※以下の図作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図５万
分の１を使用した。（承認番号：平成２３情使 第２８２号）

＜変更後＞

※現在、狩猟入林禁止区域の林班のみ色を付けています。
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